
（別表１） 申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間
（平成２８年１０月１日作成）

法 令 名 北海道屋外広告物条例

根 拠 条 項 第３条

許 認 可 等 屋外広告物の許可

の 種 類

法令の定め 条例施行規則第１条の３～第１条の５、第４条、第８条、第１０条、別表第１～第
３、別記第１号様式

審 査 基 準 「屋外広告物許可等事務取扱要領 （平成３年４月１０日都計第２６号部長通知）」
第２ 許可事務等の処理
第３ 新規許可申請の審査
第８ 許可基準の運用

標準処理期間 総 期 間 １０日・月 （注：休日は含まない ）。
経由機関 日・月 （ ）
協議機関 日・月 （ ）
処分機関 １０日・月 （ ）

（ ）処分担当課 各総合振興局又は振興局建設指導課 電話番号：
（ （ ））建設部まちづくり局都市計画課 電話番号：011-231-4111内線 29-827

（ ）申 請 先 各総合振興局又は振興局建設指導課 電話番号：
（ （ ））建設部まちづくり局都市計画課 電話番号：011-231-4111内線 29-827

（ ）問い合わせ先 各総合振興局又は振興局建設指導課 電話番号：
（ （ ））建設部まちづくり局都市計画課 電話番号：011-231-4111内線 29-827

備 考 広告物等が２以上の総合振興局又は振興局の所管区域にわたって表示される場合
は、建設部まちづくり局都市計画課が申請先・処分担当課となる。これ以外のもの
は、当該広告物等の所在する総合振興局又は振興局の建設指導課が申請先・処分担
当課となる （条例施行規則第１条の２）。
（公表アドレス：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/tki/）



（別表１） 申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間
（平成２８年１０月１日作成）

法 令 名 北海道屋外広告物条例

根 拠 条 項 第６条第２項

許 認 可 等 禁止地域内における案内用広告物の許可

の 種 類

法令の定め 条例施行規則第１条の３、第２条第２項、第２条の２、第４条、第１０条、別表第
５、別表第７、別記第１号様式

審 査 基 準 「屋外広告物許可等事務取扱要領 （平成３年４月１０日都計第２６号部長通知）」
第２ 許可事務等の処理
第３ 新規許可申請の審査
第８ 許可基準の運用

標準処理期間 総 期 間 １０日・月 （注：休日は含まない ）。
経由機関 日・月 （ ）
協議機関 日・月 （ ）
処分機関 １０日・月 （ ）

（ ）処分担当課 各総合振興局又は振興局建設指導課 電話番号：
（ （ ））建設部まちづくり局都市計画課 電話番号：011-231-4111内線 29-827

（ ）申 請 先 各総合振興局又は振興局建設指導課 電話番号：
（ （ ））建設部まちづくり局都市計画課 電話番号：011-231-4111内線 29-827

（ ）問い合わせ先 各総合振興局又は振興局建設指導課 電話番号：
（ （ ））建設部まちづくり局都市計画課 電話番号：011-231-4111内線 29-827

備 考 広告物等が２以上の総合振興局又は振興局の所管区域にわたって表示される場合
は、建設部まちづくり局都市計画課が申請先・処分担当課となる。これ以外のもの
は、当該広告物等の所在する総合振興局又は振興局の建設指導課が申請先・処分担
当課となる （条例施行規則第１条の２）。
（公表アドレス：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/tki/）



（別表１） 申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間
（平成２８年１０月１日作成）

法 令 名 北海道屋外広告物条例

根 拠 条 項 第６条第３項

許 認 可 等 営業宣伝を目的として移動する自動車の許可

の 種 類

法令の定め 条例施行規則第１条の３、第２条第３項、第４条、第１０条、別記第１号様式

審 査 基 準 「屋外広告物許可等事務取扱要領 （平成３年４月１０日都計第２６号部長通知）」
第２ 許可事務等の処理
第３ 新規許可申請の審査

標準処理期間 総 期 間 １０日・月 （注：休日は含まない ）。
経由機関 日・月 （ ）
協議機関 日・月 （ ）
処分機関 １０日・月 （ ）

（ ）処分担当課 各総合振興局又は振興局建設指導課 電話番号：
（ （ ））建設部まちづくり局都市計画課 電話番号：011-231-4111内線 29-827

（ ）申 請 先 各総合振興局又は振興局建設指導課 電話番号：
（ （ ））建設部まちづくり局都市計画課 電話番号：011-231-4111内線 29-827

（ ）問い合わせ先 各総合振興局又は振興局建設指導課 電話番号：
（ （ ））建設部まちづくり局都市計画課 電話番号：011-231-4111内線 29-827

備 考 広告物等が２以上の総合振興局又は振興局の所管区域にわたって表示される場合
は、建設部まちづくり局都市計画課が申請先・処分担当課となる。これ以外のもの
は、当該広告物等の所在する総合振興局又は振興局の建設指導課が申請先・処分担
当課となる （条例施行規則第１条の２）。
（公表アドレス：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/tki/）



（別表１） 申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間
（平成２８年１０月１日作成）

法 令 名 北海道屋外広告物条例

根 拠 条 項 第６条第５項

許 認 可 等 社会活動上必要なものとして特別に認めた広告物の許可

の 種 類

法令の定め 条例施行規則第２条第４項、第４条、第８条、第１０条

審 査 基 準 当該規定に基づく屋外広告物の許可は、あくまで例外的なものであり、また、許
可に当たっては審議会の意見を聴くこととされていることから（条例第２４条 、）
あらかじめ具体的な審査基準及び標準処理期間を定めることは困難である。
過去に許可申請なし。

標準処理期間 総 期 間 日・月 （注：休日は含まない ）。
経由機関 日・月 （ ）
協議機関 日・月 （ ）
処分機関 日・月 （ ）

（ （ ））処分担当課 建設部まちづくり局都市計画課 電話番号：011-231-4111内線 29-827

（ （ ））申 請 先 建設部まちづくり局都市計画課 電話番号：011-231-4111内線 29-827

（ （ ））問い合わせ先 建設部まちづくり局都市計画課 電話番号：011-231-4111内線 29-827

備 考 （公表アドレス：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/tki/）



（別表１） 申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間
（平成２８年１０月１日作成）

法 令 名 北海道屋外広告物条例

根 拠 条 項 第７条第２項

許 認 可 等 良好な景観の形成に資する広告物等の許可

の 種 類

法令の定め 条例施行規則第７条

審 査 基 準 当該規定に基づく屋外広告物の許可は、あくまで例外的なものであり、また、許
可に当たっては審議会の意見を聴くこととされていることから（条例第２４条 、）
あらかじめ具体的な審査基準及び標準処理期間を定めることは困難である。
過去に許可申請なし。

標準処理期間 総 期 間 日・月 （注：休日は含まない ）。
経由機関 日・月 （ ）
協議機関 日・月 （ ）
処分機関 日・月 （ ）

（ （ ））処分担当課 建設部まちづくり局都市計画課 電話番号：011-231-4111内線 29-827

（ （ ））申 請 先 建設部まちづくり局都市計画課 電話番号：011-231-4111内線 29-827

（ （ ））問い合わせ先 建設部まちづくり局都市計画課 電話番号：011-231-4111内線 29-827

備 考 （公表アドレス：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/tki/）



（別表１） 申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間
（平成２８年１０月１日作成）

法 令 名 北海道屋外広告物条例

根 拠 条 項 第１０条

許 認 可 等 屋外広告物の変更及び継続の許可

の 種 類

法令の定め 条例施行規則第４条第２項、第３項、別記第２号～第３号様式

審 査 基 準 「屋外広告物許可等事務取扱要領 （平成３年４月１０日都計第２６号部長通知）」
第２ 許可事務等の処理
第４ 変更許可申請の審査
第５ 継続許可申請の審査
第８ 許可基準の運用

標準処理期間 総 期 間 １０日・月 （注：休日は含まない ）。
経由機関 日・月 （ ）
協議機関 日・月 （ ）
処分機関 １０日・月 （ ）

（ ）処分担当課 各総合振興局又は振興局建設指導課 電話番号：
（ （ ））建設部まちづくり局都市計画課 電話番号：011-231-4111内線 29-827

（ ）申 請 先 各総合振興局又は振興局建設指導課 電話番号：
（ （ ））建設部まちづくり局都市計画課 電話番号：011-231-4111内線 29-827

（ ）問い合わせ先 各総合振興局又は振興局建設指導課 電話番号：
（ （ ））建設部まちづくり局都市計画課 電話番号：011-231-4111内線 29-827

備 考 広告物等が２以上の総合振興局又は振興局の所管区域にわたって表示される場合
は、建設部まちづくり局都市計画課が申請先・処分担当課となる。これ以外のもの
は、当該広告物等の所在する総合振興局又は振興局の建設指導課が申請先・処分担
当課となる （条例施行規則第１条の２）。
（公表アドレス：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/tki/）



（別表１） 申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間
（平成２８年１０月１日作成）

法 令 名 北海道屋外広告物条例

根 拠 条 項 第２１条の３第１項、第２１条の５第２項

許 認 可 等 屋外広告業の登録

の 種 類

法令の定め 条例第２１条～第２１条の３、第２１条の５、条例施行規則第２０条～第２３条、
別記第１１号様式～第１２号様式の２、第１３号様式

審 査 基 準 「屋外広告業登録審査マニュアル （平成１８年３月１３日都計第１８２５号）」

標準処理期間 総 期 間 １０日・月 （注：休日は含まない ）。
経由機関 日・月 （ ）
協議機関 日・月 （ ）
処分機関 １０日・月 （ ）

（ ）処分担当課 各総合振興局又は振興局建設指導課 電話番号：

（ ）申 請 先 各総合振興局又は振興局建設指導課 電話番号：

（ ）問い合わせ先 各総合振興局又は振興局建設指導課 電話番号：
（ （ ））建設部まちづくり局都市計画課 電話番号：011-231-4111内線 29-827

備 考 申請先及び処分担当課は、主たる営業所の所在地又は主たる営業活動を行う地域を
所管する総合振興局又は振興局建設指導課となる。
（公表アドレス：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/tki/）



（別表１） 申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間
（平成２８年１０月１日作成）

法 令 名 北海道屋外広告物条例

根 拠 条 項 第２１条の４第１項

許 認 可 等 屋外広告業の登録の拒否

の 種 類

法令の定め 条例第２１条の４、条例施行規則第２４条、別記第１２号様式の３

審 査 基 準 法令の規定により尽くされているため、定めていない。

標準処理期間 総 期 間 １０日・月 （注：休日は含まない ）。
経由機関 日・月 （ ）
協議機関 日・月 （ ）
処分機関 １０日・月 （ ）

（ ）処分担当課 各総合振興局又は振興局建設指導課 電話番号：

（ ）申 請 先 各総合振興局又は振興局建設指導課 電話番号：

（ ）問い合わせ先 各総合振興局又は振興局建設指導課 電話番号：
（ （ ））建設部まちづくり局都市計画課 電話番号：011-231-4111内線 29-827

備 考 申請先及び処分担当課は、主たる営業所の所在地又は主たる営業活動を行う地域を
所管する総合振興局又は振興局建設指導課となる。
（公表アドレス：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/tki/）



（別表１） 申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間
（平成２８年１０月１日作成）

法 令 名 北海道屋外広告物条例

根 拠 条 項 第２２条第１項第３号

許 認 可 等 業務主任者の資格の認定

の 種 類

法令の定め 条例第２２条、条例施行規則第２９条

審 査 基 準 法令の定めにより尽くされているため、定めていない。

標準処理期間 総 期 間 ７日・月 （注：休日は含まない ）。
経由機関 日・月 （ ）
協議機関 日・月 （ ）
処分機関 ７日・月 （ ）

（ （ ））処分担当課 建設部まちづくり局都市計画課 電話番号：011-231-4111内線 29-827

（ （ ））申 請 先 建設部まちづくり局都市計画課 電話番号：011-231-4111内線 29-827

（ （ ））問い合わせ先 建設部まちづくり局都市計画課 電話番号：011-231-4111内線 29-827

備 考 （公表アドレス：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/tki/）



（別表１） 申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間
（平成２８年１０月１日作成）

法 令 名 北海道屋外広告物条例施行規則

根 拠 条 項 第２７条

許 認 可 等 屋外広告物講習会講習科目の一部免除

の 種 類

法令の定め 条例施行規則第２７条

審 査 基 準 法令の定めにより尽くされているため、定めていない。

標準処理期間 総 期 間 ３日・月 （注：休日は含まない ）。
経由機関 日・月 （ ）
協議機関 日・月 （ ）
処分機関 ３日・月 （ ）

（ （ ））処分担当課 建設部まちづくり局都市計画課 電話番号：011-231-4111内線 29-827

（ （ ））申 請 先 建設部まちづくり局都市計画課 電話番号：011-231-4111内線 29-827

（ （ ））問い合わせ先 建設部まちづくり局都市計画課 電話番号：011-231-4111内線 29-827

備 考 （公表アドレス：http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/tki/）


